
■対象事業 次のすべてに該当する団体が実施するまちづくりの課題に取り組む事業

■対象要件 ①市内に事務所または活動場所を有すること

②構成員が５名以上で、構成員の２分の１以上が市内に在住、在勤又は在学してい

ること

③団体の運営に関する規約、会則などを定めていること

④適切な会計処理が行われていること など

■助成金額 ①発足３年以上の団体：限度額１０万円(対象経費の３分の２以内)

②発足３年未満の団体：限度額５万円

※１，０００円未満切り捨て

※①は昨年度交付団体は申請不可

■審 査 審議会内での事業説明(１０分程度)あり

■申請方法 申請書類（市民協働推進課または市ホームページで入手）を市民協働推進課窓口へ

提出してください。事前相談可能です。

■申請締切 ４月２８日(金)

■申込・問い合わせ先

八潮市市民協働推進課

TEL:０４８-９９６-２１１１(内線３２８)

E-mail:shiminkyodo@city.yashio.lg.jp

■対象団体 活動実績が１年以上ある県内のボランティアグループや学校のＰＴＡ、親の会
■対象事業 ①障がい者の社会参加を直接的に支援する事業

②ボランティア活動、障がいへの理解など、啓発を目的とした事業
③ボランティア活動振興の目的であり、かつ緊急に必要な資機材等の購入を目
的とした事業

④その他、県社協が特に認める事業
■申込期限 ５月８日(月)必着【最寄りの市町村社会福祉協議会宛】

【１、２、３いずれも】
■助成金額 １団体につき上限１０万円 ※浦和競馬こども基金助成のみ平成３１年３月３１日

以前の設立団体は上限８万円
■問い合わせ先 埼玉県社会福祉協議会 埼玉県ボランティア・市民活動センター

TEL:０４８-８２２-１４３５ FAX:０４８-８２２-３０７８
E-mail:vc@fukushi-saitama.or.jp

※申請は１団体１基金となります。
※詳細はホームページ「http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/volunteer/research_3.html」
をご覧ください。

■対象団体 活動実績が１年以上の県内の子どもを支援する団体
■対象事業 埼玉県内の様々な困難を抱える子どもたちを支援する事業
■申込期限 ５月８日(月)必着【最寄りの市町村社会福祉協議会宛】

■対象団体 ①八潮市社会福祉協議会(八潮市ボランティアセンター)に届出し、その技能や時間

等を他人や社会に貢献することを目的としたボランティア活動団体

②他の制度により補助金等の交付を受けていない団体

③会員が５人以上の団体

④活動実績が補助金交付申請年度の４月１日において１年以上ある団体

■補助対象事業

①団体が行う地域福祉推進事業 ②団体活動に必要な啓発事業

■補助金額 対象経費の２分の１以内

（上限５万円。予算の範囲内で審査のうえ交付します。)

■申請方法 ４月１１日(火)から５月２４日(水)まで八潮市社会福祉協議会窓口にて配付予定の

所定の申請書に必要書類を添付のうえ、八潮市社会福祉協議会（八潮市ボランティ

アセンター）まで申請してください。

■申請締切 ５月３１日(水)

■申込・問い合わせ先

八潮市社会福祉協議会(八潮市ボランティアセンター)

TEL:０４８-９９５-３６３６

■対象団体 ①令和４年４月１日以降に立ち上がった新設団体であること
②令和４年４月１日以降に新たな拠点を設けて事業を行う団体であること

■対象事業 (１)子どもの居場所づくり事業
(子ども食堂、学習支援、自習の場、プレーパーク、多世代交流を目的とした
居場所など子どもに居場所を提供する活動)

(２)ヤングケアラー支援事業
(食事等の宅配、家事支援、セミナーや研修会、相談窓口の設置、ケア対象者
の付き添い・送迎などヤングケアラーを支援する活動)

■申込期限（１)、(２）ともに最寄りの市町村社会福祉協議会へ提出
第１回 ５月 ８日(月)必着 第２回 ７月３１日(月)必着
第３回 ９月２９日(金)必着 第４回 １１月３０日(木)必着

八潮市社会福祉協議会では、ボランティア・市民活動の支援策の一環として貸出用ロッカー
を設置しています。ロッカーを利用しようとする団体は、利用規約に従いボランティアセンター
で配付する申請書を提出してください。

■設置場所 八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ 談話室
■対象団体 八潮市社会福祉協議会（八潮市ボランティアセンター）に

「活動情報カード」を届出済みで、活動者が５人以上の、八潮市身体障害者福祉
センターやすらぎを活動拠点としている団体

■申請締切 ４月２８日(金)
■そ の 他 高価な品、私物は入れることができません。保管物の破損、紛失に関して八潮市

社会福祉協議会は責任を負いません。
ロッカー利用申請件数がロッカーの設置数を超える場合には抽選により決定します。

■申込・問い合わせ先
八潮市社会福祉協議会（八潮市ボランティアセンター）
TEL:０４８－９９５-３６３６

助 成 金 情 報

市民ボランティア活動団体補助金

協働のまちづくり推進事業助成金

１ ふれあいの詩基金助成

２ 浦和競馬こども基金助成

３ こども食堂・未来応援基金助成

貸出用ロッカー利用申請受付

●こどもの居場所づくり助成

●ヤングケアラー支援助成


